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中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例新旧対照表 

 
 

改正案 現行 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、独立行政法人住宅金融支

援機構の融資を利用して木造住宅の耐震改修

工事等を行う高齢者に対し、当該住宅及びそ

の敷地を担保として、当該融資に係る利息等

の支払のための資金（以下単に「資金」とい

う。）を貸し付けることにより、中野区内の木

造住宅について耐震改修の促進を図り、もっ

て災害に強いまちづくりに資することを目的

とする。 

第１条 この条例は、住宅金融公庫の融資を利

用して木造住宅の耐震改修工事等を行う高齢

者に対し、当該住宅及びその敷地を担保とし

て、当該融資に係る利息等の支払のための資

金（以下単に「資金」という。）を貸し付ける

ことにより、中野区内の木造住宅について耐

震改修の促進を図り、もって災害に強いまち

づくりに資することを目的とする。 

（貸付けの要件） （貸付けの要件） 

第２条 資金の貸付けを受けることができる

者（以下「対象者」という。）は、６０歳以上

の者で次に掲げるすべての要件を備えている

ものとする。 

第２条 資金の貸付けを受けることができる

者（以下「対象者」という。）は、６０歳以上

の者で次に掲げるすべての要件を備えている

ものとする。 

⑴ 中野区内の昭和５６年５月３１日以前に

建築された木造の一戸建ての住宅に居住し

ていること。 

⑴ 中野区内の昭和５６年５月３１日以前に

建築された木造の一戸建ての住宅に居住し

ていること。 

⑵ 前号の住宅について規則で定める耐震改

修工事を行うこと。 

⑵ 前号の住宅について規則で定める耐震改

修工事を行うこと。 

⑶ 前号の耐震改修工事に係る費用について

独立行政法人住宅金融支援機構法（平成１

７年法律第８２号）第１３条第１項第９号

の規定により独立行政法人住宅金融支援機

構が行う貸付け（以下「機構融資」という。）

を受けていること。 

⑶ 前号の耐震改修工事に係る費用について

住宅金融公庫法（昭和２５年法律第１５６

号）第１７条第５項及び高齢者の居住の安

定確保に関する法律（平成１３年法律第２

６号）第７６条第１項の規定により住宅金

融公庫が行う貸付け（以下「公庫融資」と

いう。）を受けていること。 

⑷ 第１号の住宅及びその敷地で、規則で定

める基準を満たすものを資金の貸付けの担

保に供することができること。 

⑷ 第１号の住宅及びその敷地で、規則で定

める基準を満たすものを資金の貸付けの担

保に供することができること。 

⑸ 国税及び地方税を滞納していないこと。 ⑸ 国税及び地方税を滞納していないこと。

（資金の使途） （資金の使途） 

第３条 資金は、対象者が次に掲げる経費の支

払を必要とする場合に貸し付けるものとす

る。 

第３条 資金は、対象者が次に掲げる経費の支

払を必要とする場合に貸し付けるものとす

る。 

⑴ 機構融資の貸付金の利息 ⑴ 公庫融資の貸付金の利息 

⑵ 機構融資に係る手数料等で規則で定める ⑵ 公庫融資に係る手数料等で規則で定める



もの もの 

（対象者の認定の申請及び決定） （対象者の認定の申請及び決定） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（契約の締結） （契約の締結） 

第５条 前条第２項の規定により認定を受け

た者（以下「借受人」という。）は、規則で定

第５条 前条第２項の規定により認定を受け

た者（以下「借受人」という。）は、規則で定

めるところにより、資金の貸付けに係る金銭

消費貸借基本契約（根抵当権の設定に係る内

容を含む。以下「基本契約」という。）を中野

区との間で締結しなければならない。 

めるところにより、資金の貸付けに係る金銭

消費貸借基本契約（根抵当権の設定に係る内

容を含む。以下「基本契約」という。）を中野

区との間で締結しなければならない。 

２ 前項の場合において、機構融資に係る連帯

債務者がいるときは、その者を資金の貸付け

に係る連帯債務者（以下単に「連帯債務者」

という。）として基本契約の締結者に加えなけ

ればならない。 

２ 前項の場合において、公庫融資に係る連帯

債務者がいるときは、その者を資金の貸付け

に係る連帯債務者（以下単に「連帯債務者」

という。）として基本契約の締結者に加えなけ

ればならない。 

３ 第１項の場合において、借受人及び連帯債

務者以外の者が資金の貸付けに係る根抵当権

を設定するときは、その者を基本契約の締結

者に加えなければならない。 

３ 第１項の場合において、借受人及び連帯債

務者以外の者が資金の貸付けに係る根抵当権

を設定するときは、その者を基本契約の締結

者に加えなければならない。 

第６条～第１０条 （略） 第６条～第１０条 （略） 

（基本契約の解除等） （基本契約の解除等） 

第１１条 区長は、次の各号のいずれかに該当

するときは、基本契約を解除することができ

る。 

第１１条 区長は、次の各号のいずれかに該当

するときは、基本契約を解除することができ

る。 

⑴ 機構融資に係る契約に基づき機構融資の

貸付金の償還の請求を受けたとき。 

⑴ 公庫融資の貸付金について住宅金融公庫

法第２１条の４第３項の規定による償還の

請求を受けたとき。 

⑵ 偽りの申請その他不正の手段により資金

の貸付けを受けたとき。 

⑵ 偽りの申請その他不正の手段により資金

の貸付けを受けたとき。 

⑶ 資金を貸付けの目的以外に使用したと

き。 

⑶ 資金を貸付けの目的以外に使用したと

き。 

⑷ 第１３条に規定する禁止行為に違反した

とき。 

⑷ 第１３条に規定する禁止行為に違反した

とき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、基本契約を

継続することが不適当と認めるとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、基本契約を

継続することが不適当と認めるとき。 

２ 第９条第１項の規定にかかわらず、区長

は、前項の規定により基本契約を解除したと

きは、貸付金の全額を直ちに償還させること

ができる。 

２ 第９条第１項の規定にかかわらず、区長

は、前項の規定により基本契約を解除したと

きは、貸付金の全額を直ちに償還させること

ができる。 

第１２条～第１４条 （略） 第１２条～第１４条 （略） 

附 則 （略） 

 

 

附 則 

この条例は、平成１９年４月１日から施行す

る。 

附 則 （略） 

 

 

 


